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改 訂 に あ た っ て

本県においては、平成１５年１１月に第３次岡山県行財政改革大綱を策定し、組織の簡

素・効率化、職員定数の削減等に取り組んでいるところですが、この第３次行財政改革大

綱策定後の地方交付税等の大幅な削減により、県財政は依然として財政再建団体への転落

が危惧される厳しい環境にあります。また、現在、真の地方分権の確立を目指して、地方

が一丸となって行財政改革に取り組んでいるところです。県としては、こうした状況に鑑

み、当面の財政見通しや新行財政改革推進委員会の意見も踏まえ、県議会の議決を得た上

で、「スリムで効率的な県庁」の実現を改革の基本的な視点とし、このたび、「改訂第３次

岡山県行財政改革大綱」として、所要の改訂を行いました。

このたびの改訂では、推進期間を平成２１年度まで延長した上で、県職員の総定員の純

減や民間委託の一層の推進、徹底した歳出の削減などの改革を行うことを主な内容として

おります。

こうした改革は、地方分権時代において、真に自立した持続可能な財政運営のもと、

２１世紀の夢と希望にあふれる「快適生活県おかやま」を実現するため、着実に進めてい

く必要があります。

既成の枠組みや従来の固定的な発想にとらわれず、岡山県が地域の未来を切り拓くとい

う気概を持って、全庁一丸となって、さらなる「創造のための改革」に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、県民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成１７年１２月

岡山県知事 石井 正弘
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第１ 行財政改革の基本的考え方

１ さらなる行財政改革の必要性

（１）これまでの行財政改革の取組

県では、危機的な県財政の建て直しを緊急かつ最重要の課題としてとらえるとと

もに、新たな課題や多様化した県民ニーズに機敏に対応できる柔軟でスリムな行政

システムの構築を目指して、平成９年、１１年の２次にわたり全国的にも極めて厳

しい内容を盛り込んだ岡山県行財政改革大綱を策定し、歳出の削減、組織や事務事

業の見直し、職員定数の削減、外郭団体の見直しなど、あらゆる分野において抜本

的な行財政改革に取り組んできた。

しかしながら、長引く景気低迷に伴う県税収入の大幅な減少に加え、国の構造改

革に伴う地方交付税の抑制傾向が顕著になるなど、歳出の急増に伴う危機から歳入

の減少に伴う危機へと新たな段階を迎えることになり、多額の収支不足が見込まれ

る中、そのまま放置すれば、毎年度の予算編成が極めて困難であるとともに、財政

再建団体への転落が危惧される状態となった。

こうした状況を踏まえ、平成１６年度から第３次行財政改革に着手し、平成１７

年４月には９地方振興局を３県民局・６支局へ大きく再編するなど簡素で効率的・

効果的な行政システムの構築に取り組むとともに、職員定数の削減や徹底した歳出

削減などに取り組んでいるところである。

（２）夢づくりプランの推進

これまでの２次にわたる行財政改革の成果を踏まえながら、夢と希望にあふれる

魅力ある岡山県づくりを進めるため、平成１４年３月に、その羅針盤として「新世

紀おかやま夢づくりプラン」を、さらに平成１６年９月には、このプランの改訂・

加速版を策定し、プラン実現に向け、積極的に取り組んでいるところである。

県政の基本目標である「快適生活県おかやま」を実現し、県民が真に豊かさを実

感できる地域社会を築いていくため、岡山県の有する陸・海・空の交通基盤や情報

基盤などの優位性を活かしながら、このプランを着実に推進しなければならない。

（３）県行財政を取り巻く環境の変化

こうした中で、県行財政を取り巻く環境は、次のように大きく変化している。

① 真の地方分権型社会の実現に向けての取組

平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、国と地方の関係は、対等・協力

の関係へと転換したが、真に実効ある地方分権を実現するには、地方税財源の充

実など多くの課題が残されている。

国において、国庫補助負担金の改革、税源移譲、地方交付税の改革を同時一体

的に行う三位一体の改革が進められているが、この改革を真に地方分権に資する

改革として勝ち取り、地域が「自立力」を備えるためには、地方公共団体自らも
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行財政改革の取組を一層推進し、分権時代にふさわしい簡素で効率的な行政シス

テムの構築に向けたさらなる努力を行うことが求められている。

市町村合併により県内市町村の枠組みが大きく変化したところであり、こうし

た状況や道州制の議論の進展も踏まえながら、県においても、将来の都道府県の

在り方をも視野に入れ、分権時代にふさわしい行財政システムの構築を図る必要

がある。

② 依然として厳しい財政環境

第３次行財政改革に着手する前提となった平成１５年８月の「当面の財政見通

し」によれば、平成１６年度から１８年度までの３年間において、財政健全化債

充当後で５００億円の収支不足額が見込まれたことから、平成１６年度から１８

年度までの３年間を財政改革集中取組期間とし、具体的な削減目標を設定し徹底

した歳出の見直しに取り組むこととした。

しかし、三位一体の改革初年度の平成１６年度において、地方分権の趣旨に反

する大幅な地方交付税等の削減が行われ、本県においても、平成１５年８月の財

政見通しを大きく上回る３５１億円もの削減となり、さらに１７年度以降も削減

の影響が続いていることから、こうした歳出削減の努力等にもかかわらず、本県

財政は一層厳しさを増し、財政再建団体への転落が危惧される状況が続くことと

なった。

さらに、本年８月に試算した「当面の財政見通し」によると、平成１７年度か

ら１８年度にかけては、これまでの行財政改革の取組の効果等により収支不足額

は減少するものの、１９年度には収支不足額が１７５億円となり、さらに２１年

度には２４１億円となるなど、２１年度までの収支不足額が大きなものとなるこ

とが見込まれているところである。

したがって、将来にわたって自主的・安定的な県政運営を維持しつつ、本県に

とって真に必要な施策を推進するため、あらゆる歳出を、改めてゼロベースから

徹底して見直すなど財政の健全化を強力に推進するとともに、予算配分の重点化

・戦略化を図り、持続可能で効率的・効果的な財政運営を確立する必要がある。

③ 大きな変革の時代と県民力の結集

ＩＴをはじめとする科学技術の急速な進展や少子・高齢化の進行、地球規模で

の環境問題、さらには合併による市町村の枠組みの変化や道州制の議論の進展な

「当面の財政見通しについて」（平成１７年８月）より （単位：億円）

区 分 Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１

歳入歳出差引収支 △２７１ △２２８ △３２５ △３７０ △３７５

財政健全化債充当後収支 △１１４ △７８ △１７５ △２２２ △２４１



- 3 -

ど、時代は大きな変化の中にあり、これに対応する新しい社会経済システムの構

築が求められている。

県においては、市町村と連携を深めながら、県民、ボランティア、ＮＰＯ、企

業など多様な主体の参画・協働のもと、県民力を結集し、社会経済情勢の変化に

対し、迅速かつ的確に対応し、新たな岡山県の発展を切り拓いていかなければな

らない。

（４）さらなる行財政改革の取組

県行財政を取り巻く環境の変化に積極的に対応しながら、２１世紀の夢と希望に

あふれる「快適生活県おかやま」の実現を目指し、夢づくりプランを着実に推進す

るためには、「創造のための改革」に取り組むことが必要不可欠である。

県政は県民の幸せの実現のためにあることを基本に、最少の経費で最大の効果を

上げるべく、新たな発想による行財政改革に積極果敢に取り組むこととする。

２ 改革の理念－創造のための改革

地域が「自立力」を備えた真の地方分権型社会を実現するため、未来を志向し、さ

らにスピードを重視し、コスト意識を徹底しながら、「新しい時代に適応する柔軟で

活力のある行財政システム」の構築に向け、「創造のための改革」に全庁一丸となっ

て取り組む。

３ 改革の基本的視点－｢スリムで効率的な県庁｣の実現

これまでの改革の成果を踏まえながら、さらに、地方分権時代にふさわしい新しい

行財政システムの構築を図るため、次の視点を基本として、既成の枠組みや従来の固

定的な発想にとらわれず、行政の守備範囲、民間との役割分担の明確化による｢スリ

ムで効率的な県庁｣の実現を目指し、岡山県が地域の未来を切り拓くとの気概を持ち

ながら、さらなる改革にチャレンジする。

① 地方分権時代における県の役割の見直し

地方分権型社会においては、基礎自治体である市町村の役割が重要であり、市

町村合併の成果を踏まえながら、将来の都道府県の在り方をも視野に入れ、県の

役割を見直す。その際、道州制の議論の進展については十分念頭に置く必要があ

る。

② 時代の変化に対する的確な対応

ＩＴをはじめとする科学技術の急速な進展や少子・高齢化の進行など大きな時

代の変化に迅速かつ的確に対応しながら、夢づくりプランを着実に推進し、真に

豊かさを実感できる地域づくりを進める。

③ 県民本位の開かれた県政の推進

新たな岡山県の発展を目指すためには、市町村、県民、ボランティア、ＮＰＯ、
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企業など多様な主体の参画・協働のもと、県民力を結集する必要があり、情報公

開や公聴広報活動を充実し、情報の共有により県政の透明性を高めながら、県民

の主体的な参画・協働による県政を推進する。

④ 効率的で質の高い行政運営の推進

民間経営の理念・手法を取り入れる「新しい公共管理（ニューパブリックマネ

ジメント）」の考え方を導入するとともに、電子県庁の機能の活用を図り、成果

を重視し、県民の視点に立った効率的で質の高い行政運営を推進する。

⑤ 持続可能で効率的・効果的な財政運営の推進

厳しい財政状況の中、臨時的な歳入対策に依存する体質を改善して、安定した

財政基盤を構築し、限られた財源で最大限の効果を発揮しうる持続可能で効率的

・効果的な財政運営を推進する。

４ 推進期間

この大綱の推進期間は、平成２１年度までとする。
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第２ 改革の具体的取組

１ 地方分権型社会に対応した行政システムの構築

（１）国・県・市町村・民間の役割分担と連携

① 県と国・市町村との役割分担と連携

地方分権が進展する中、県と国・市町村の役割分担を明確にしながら、住民の

多様なニーズを反映した個性豊かな地域づくりを進める必要がある。

国は、国際社会における国家としての存立にかかわる事務など、本来果たすべ

き役割を重点的かつ限定的に担うべきである。

地域における行政については、「市町村優先の原則」やいわゆる「補完性の原

理」を踏まえ、住民に身近な行政はできるだけ市町村が担うことを原則に、県民

にとって、効果的・効率的なサービスが提供できる主体はいかにあるべきかとの

観点から、県と市町村との役割分担を明確にしていく。

さらに、市町村合併により、市町村の行財政基盤が強化され、これまで県が果

たしてきた役割の見直しが必要であり、市町村への補完的な事務は縮小され、県

域全体に効果・影響を及ぼすような広域的な事務や高度の専門性が必要な事務を

行うことなどが重要な役割となっている。

このため、地方への権限拡大及び地方税財源の充実確保を、国に対し、積極的

に働きかけるとともに、市町村への事務・権限移譲を計画的に進める。

② 県と民間との役割分担と連携

行政サービスを効果的・効率的に提供するためには、民間と行政の役割分担を

明確にし、企画・政策立案機能など県本来の機能と考えられる部門を強化する一

方、「民間でできるものは、民間で行う」こと及び「本来、行政で対応すべきも

のを明確にする」ことを基本に、県と民間との役割分担の判断基準を検討し、幅

広い観点から行政の守備範囲を見直す。

社会経済情勢が変化する中で、多様な社会的ニーズに的確に対応するためには、

行政だけでは十分でなく、ボランティア・ＮＰＯ等多様な主体の対応が求められ

ており、行政とボランティア・ＮＰＯ等とがそれぞれの担う役割を明確にしたう

えで、協働していく環境を整備する必要がある。こうした観点から、平成１７年

２月、「岡山県とＮＰＯとの協働の手引き」を策定したところであり、「パートナ

ーシップ社会おかやま」の形成に向け、一層の取組が必要である。

また、限られた財源の中で、様々な行政課題を解決していくためには、真に行

政として対応しなければならないものに限定していく必要がある。

このため、民営化、民間委託、ＰＦＩを推進し、外郭団体の見直しを行うとと

もに、ボランティア・ＮＰＯ等との協働を進める。

（２）市町村合併の推進

地方分権の進展に適切に対応し、市町村の自治能力の強化と行政サービス水準の
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維持・向上、行政の効率化などを図るため、市町村合併の推進が必要である。平成

１３年３月に策定した岡山県市町村合併推進要綱に基づき、自主的な市町村合併の

推進を図ったところであり、平成１７年度末までに県内市町村は７８から２９に大

きく再編されることとなった。

今後は、合併市町村の新しいまちづくりを積極的に支援するとともに、新たに合

併に向けた取組を行う市町村に対し、助言等に努めていく。

（３）市町村への事務・権限移譲

市町村合併の進展による市町村の自治能力の向上や地方分権の進展に伴い、住民

に身近な行政事務は、できる限り市町村で行えるよう市町村との協議を進め、県か

ら市町村への事務・権限移譲を進める必要があり、平成１７年３月に、平成２１年

４月までを推進期間とする「市町村の自立力向上のための県からの事務・権限移譲

指針」を策定したところである。

今後、推進期間中に最大限の移譲が実現するよう、「市町村の自立力向上のため

の県からの事務・権限移譲計画」に基づき、移譲に伴い必要となる財政的、人的支

援に努めながら、市町村との協議・調整を踏まえつつ、事務・権限の移譲を積極的

に推進する。

（４）他の都道府県との連携

広域交通網や情報通信網の整備により、都道府県の区域を越えた社会圏、経済圏

が形成されつつあり、また、土地利用計画、産業廃棄物処理・地球温暖化防止等の

環境問題など都道府県の区域を越えた課題が増加していることから、都道府県の枠

を越えた問題解決への協議や広域的事業への取組が必要である。

このため、中国地方知事会や中四国サミットなど既存の会議や協議会の場を積極

的に活用するとともに、様々なテーマのもとに隣接県やブロック内での協議の場を

設定し、共通する課題への広域連携事業を一層推進していく。

（５）道州制の検討

２１世紀の地方分権型社会にふさわしい地方自治の在り方については、平成１５

年３月に、「２１世紀の地方自治を考える懇談会」から将来の広域的自治体には「道

州制」を導入すべきであるとの報告がなされた。この内容をさらに深めるため、平

成１５年４月に道州制研究プロジェクトチームを設置し、道州制の導入について調

査研究を行っている。

今後、こうした調査研究を深めるとともに、第２８次地方制度調査会の調査・審

議の動向を踏まえながら、中四国サミットの場等を通じて道州制の必要性や中四国

州の優位性などについて、情報を発信し、国民的議論を巻き起こしていく。
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２ 簡素で効率的・効果的な行政システムの構築

（１）時代に即応した組織

「快適生活県おかやま」の実現を目指し、環境の変化や新しい課題に着実に対応

しながら、政策県庁としての機能の充実を図るなど組織体制の整備に努めてきたと

ころであるが、社会経済情勢や地方分権の進展に伴い、新しい時代に迅速かつ的確

に対応する柔軟でスリムな組織体制の整備を進める。

① 地方振興局

市町村合併の状況を見極めたうえで、具体的な地方振興局の設置数や所管区域

を決定し、平成１７年４月から３県民局・６支局への再編のスタートを切ったと

ころであり、今後、順次、支局の機能を縮小し、平成２１年４月までには支局を

地域庁舎（仮称）へ再編することで、再編を完了することとしたところである。

今後、平成１７年１月に取りまとめた「地方振興局の再編－地方振興局から県

民局へ－」に基づき、再編完了に向けた取組を引き続き進める。

② 組織のフラット化・柔軟化

権限と責任を明確化し、事務処理の迅速化を図るため、「中間職の廃止による

組織のフラット化」、「部長・次長の位置付けの見直し」、「「監」の配置」「係の再

編による組織の柔軟化」について平成１６年度に実施したところであり、今後と

も、社会経済情勢に柔軟に対応した組織となるよう、組織の在り方について不断

の見直しを行う。

③ 本庁組織

環境の変化や新しい課題に的確に対応するための簡素で効率的な組織執行体制

を整備する。県民の視点に立った県土の効率的・効果的な整備を推進するため、

農林水産部及び土木部で所管する公共事業の総合調整をさらに図るとともに、公

共事業に係るコスト縮減対策、入札・契約業務等の一元化を進めることとし、土

木部の名称を「県土整備部（仮称）」に改める。

また、類似の業務を行っている課及び小規模な課・係班については、統廃合を

行う。

なお、企業局を取り巻く環境は大きく変化しており、今後の公営企業の果たす

べき役割及び経営する事業についての検討を進める。

④ 出先機関

ア 時代に即応した出先機関の検討

社会経済情勢の変化や近年の交通機関の発達や情報化の進展を踏まえ、より

効率的・効果的な出先機関の見直しを行う。

主な検討事項は、次のとおりである。

ａ 統廃合を検討するもの

・内尾センターの廃止

・高等技術専門校の統合
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・家畜病性鑑定所の岡山家畜保健衛生所への統合

・水産業改良普及所の廃止

・瀬戸内農業技術センター及び高冷地農業技術センターの廃止

ｂ その他内部組織、業務の見直しをするもの

・発電総合管理事務所（仮称）の設置により全発電所の業務を統合

・笠岡浄水場の業務を西之浦浄水場へ統合

イ 市町村合併の進展等に伴う見直し

アに掲げるほか、市町村合併の進展、地方振興局の再編、さらには、社会経

済情勢の変化に伴い、出先機関の統合や所管区域の見直しを行う。

・保健所の在り方の見直し

・農業改良普及センターの在り方の見直し

・警察署の管轄区域等の見直し

⑤ 地方独立行政法人

地方独立行政法人法の施行に伴い、同法が地方独立行政法人化の選択が可能な

対象業務と定めている機関のうち、県立大学については、平成１９年４月の地方

独立行政法人化に向け、平成１７年度から準備を開始する。

また、県立病院については、引き続き、地方独立行政法人化の意義、効果等の

検討を行い、地方独立行政法人化することにより業務の効率性やサービス水準の

向上を図ることができるなどの効果がある場合には、地方独立行政法人化を進め

る。

なお、試験研究機関については、徹底した業務の見直し、地方独立行政法人化

の検討も含め、平成１８年度中に今後の在り方について具体的な検討を行う。

さらに、地方独立行政法人に移行しない機関についても、外部評価の導入を検

討する。

（２）総定員の見直し

退職者の増加が見込まれること（４，３００人程度 平成１８年３月～平成２２

年３月）なども踏まえ知事部局はもとより、教育委員会、警察本部等他部局におい

ても、法令等による職員配置基準等に留意しながら、事務事業の見直しや組織の簡

素・効率化等を進めることにより、定員削減に取り組むとともに、新たな行政需要

への対応に必要な再配置を行うなど県民サービスへの配慮を行ったうえで、平成

２２年４月１日における県全体の総定員については、平成１７年４月１日現在の総

定員に対して、新地方行革指針（総務省）に掲げられている４．６％を上回る数値

目標としては、１，４００人（５．６％）程度の純減を図ることを目標とする。

併せて、定員の見直しに関する情報を、よりわかりやすい方法で県民に公表する。

定員の削減に当たっては、次の事項の検討を進めながら、さらなるスリム化を進

める。
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(ⅰ) 徹底したアウトソーシング

(ⅱ) 事務事業の廃止及びＩＴの活用等による事務の効率化

(ⅲ) 中間職の削減

(ⅳ) 本庁及び出先機関の課及び係、班の統廃合

(ⅴ) 出先機関の統廃合

(ⅵ) 公益法人等への派遣職員の引き揚げ

(ⅶ) 市町村への事務・権限移譲

(ⅷ)地方独立行政法人への移行

(ⅸ)各種任用形態の活用

なお、部門別の定員純減の目標は次のとおりとする。

部 門 数 値 目 標 (参考)Ｈ１７．４総定員

知事部局等 △ ７２０人(１４．１%)(注１) ５，０９２人

教育委員会 △ ７３５人( ４．６%) １５，９３４人

警察本部 △ ２５人( ４．７%) ３，７９２人

（警察官以外の職員） （うち警察官以外 ５３４人）

１００人(警察官)(注２)

企業局 △ ２６人(１９．１%) １３６人

計 △ １,４０６人 ２４，９５４人

（注１）地方独立行政法人への移行分を含む。

（注２）数値目標を計算する上で、警察官について過去２年間（平成１６年度～１７年度）

の増員実績を踏まえ、今後２年間（平成１８年度～１９年度）の増員数を１００人程

度と仮定している。

（注３）上記数値目標は、現段階における目標であり、今後異同があり得る。

（３）職員の政策形成能力の向上と人事制度の見直し

① 職員の意識改革等

ア 求められる職員像

地方分権の進展、県民意識の変化、厳しい財政状況という県行政を取り巻く

環境の中で、新たに生じた地域の課題に積極的に取り組み、効率的、効果的な

政策を迅速かつ、県民の視点に立って立案、実行していくためには、チャレン

ジ精神、コスト感覚、スピード感覚、サービス感覚を持つ職員が求められてい

る。

イ 人材育成の考え方

職員の一層の意識改革と能力開発に向け、研修所研修、職場研修、自己啓発

等の職員研修を充実強化するとともに、政策提案制度や幹部職員へのプレゼン

テーションを通じ、職員の政策形成への参画を推進する。

また、任用、給与といった人事制度と連携を図りながら、人材育成をより計
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画的に進めていくため、平成１６年度において、「人材育成基本方針」を策定

したところである。

さらに、行政の高度化・専門化が進む中で、外部人材の活用を図りながら、

有能で多様な人材や高度な専門性を有する人材の確保・育成に努める。

ウ 職員の意識改革と能力開発

ａ 職員研修の充実強化

〇 自治研修所における各種研修

民間の高度な研修ノウハウを活用しながら、県民本位・政策形成・業務

効率の３つの視点から体系化し、政策形成能力の強化やコスト意識の徹底

などにつながるよう、その充実を図る。

〇 職場研修（ＯＪＴ）等

職場研修の重要性を十分認識し、職員一人ひとりと組織とが一体となっ

た能力開発を推進する。

特に、新規採用職員に対する職場研修や指導者を対象としたＯＪＴ研修

の充実を図る。

さらに、勤務実績が良好でない職員に対しては、特別な研修や指導（Ｏ

ＪＴ）を実施し、勤務成績の改善、向上を図るとともに、改善、向上が見

られない場合は、分限制度の運用により対処する。

〇 自己啓発

通信講座受講助成や研修休業などの諸制度の周知を行い、職員の自己啓

発活動の促進と人を育てる職場環境づくりを進める。

また、自らのキャリアを主体的に設計し、その実現に向けて努力するこ

とは、能力開発の動機づけやモチベーション向上効果も大きいため、キャ

リア研修の実施を通じて、キャリアプランの重要性についての啓発を進め

る。

〇 派遣研修等

国、他府県、市町村、企業等への派遣研修は、より高度な政策形成能力

や地域の実情に応じた施策実行能力、最先端の経営感覚の習得等のため、

引き続き積極的に実施する。

また、今後の「協働社会」の実現に向け、多様な行政分野における協働

の取組を推進するためＮＰＯその他の民間団体への短期体験研修を取り入

れる。

ｂ 職員の政策形成への参画等

マイプラン発信制度等の政策提案制度の活用を図るとともに、幹部職員と

一般職員の意見交換の機会を拡充し、職員の政策形成への積極的参画を促進

する。
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② 人事制度の見直し（新たな人事管理システムの構築）

ア 能力・実績主義を基本とした新たな人事制度

国における人事制度の改革の動向を踏まえながら、年功序列的な傾向が強い

人事制度から能力主義・実績主義の人事制度への円滑な移行を図る。

イ 人材育成型人事管理システムの確立

有能で多様な人材や高度な専門性を有する人材の育成を視点に置いた人材育

成型の人事管理システムを構築する。

ａ 庁内公募制

一般職員から管理職員に対象者を拡大して実施しているところであるが、

勤務意欲や企画立案能力の向上の観点から、応募業務を具体的に示すなど実

施の仕方を工夫する。

ｂ 柔軟な職制

ライン職、スタッフ職にかかわらず、有能な人材を積極的に登用していく

複線型人事を引き続き実施するとともに、階層別研修や幅広い業務経験のた

めの人事配置等を通じて、次世代を担うリーダーの計画的な養成を行う。

ｃ 人材の幅広い活用

職種間交流等を通じ、職員の適性に応じて幅広い業務経験を積ませること

により、政策形成能力の涵養や縦割り意識からの脱却を図る。

ｄ 女性職員の職域拡大と登用

職場における男女共同参画意識の形成を進めるとともに、女性職員の能力

を多様な行政分野に活かしていくため、職域の一層の拡大や管理職への登用

等を積極的に推進する。

ウ 新人事制度の構築

ａ 新たな人事評価制度

現在試行中の新人事評価制度について、評価結果を任用や給与へ反映する

場合の手法や課題について検討を進め、早期の導入を目指す。

ｂ 新たな任用制度

複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応するため、職員の意欲や能力を

最大限引き出すことができるよう庁内公募制や人事評価制度を活用する。

さらに、多様で弾力的な任用が可能となるよう、任期付職員や短時間任期

付職員制度を整備したところであり、その活用を図る。

ｃ 新たな給与制度

年功序列的要素の強い現行の給与制度の運用について、能力や実績を適正

に反映させ、インセンティブに富んだものとなるよう検討を進めるとともに、

国における給与制度の改革の動向を踏まえ、新たな給与制度への円滑な移行

を図る。
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③ 次世代育成の支援

職員の仕事と家庭の両立のため、平成１６年度に策定した「岡山県職員子育て

支援プログラム」に基づき、県職員が安心して子育てを行うことができる環境を

提供するための子育て支援策を計画的に実施する。

子育てや介護を行う職員への支援策として、平成１７年９月より時差出勤の試

行を開始したところであり、今後、業務や県民サービスへの支障の有無を十分に

見極め、早期に本格実施に移行する。

（４）民間活力の積極的活用

① 民間委託の推進

これまでも、高度の知識、技術等を要し人材確保が困難なもの、多量の業務を

短期的に処理するもの、民間で類似の業務を行っているもの又は行うことができ

るものなどについては、民間委託に取り組んできたところであるが、引き続き、

次の事項に留意した上で、民間との協働の視点や他の取組事例等も参考としなが

ら、民間委託の取組をより一層推進するとともに、その実施状況の公表に努める。

なお、事務事業全般について総点検を行った上で、平成１８年度中に民間委託

に係る具体的な計画を策定する。

(ⅰ) 民間でできる事業は民間で行うことを基本とし、可能なものについては

積極的に民間委託を行う。

(ⅱ) 直営で行う場合との費用対効果の比較を行うとともに、県民サービスへ

の影響も勘案する。

(ⅲ) 事務事業の内容によっては、委託だけではなく、労働者派遣法に基づく

派遣職員の活用も検討する。

(ⅳ) 個人情報等の保護を必要とする事務事業であっても、契約における責任

の所在の明確化、機密性保持の担保等により委託が可能になる部分につい

ては、民間委託を行う。

(ⅴ) 公権力の行使に係る事務であっても、それに付随する事務などについて

は、関係法令に抵触しない範囲で民間委託を行う。

＜検討例＞

総務事務、情報関連業務、設計・積算業務、公共用地取得業務、

現業職員が行っている業務等

② 指定管理者制度の活用等

公の施設については、サービス水準の向上や管理の効率性の観点から、地方自

治法の改正により創設された指定管理者制度の導入を進める。新設施設について

は、施設設置の段階で管理運営の在り方について検討を行うとともに、既存施設

については、次により指定管理者制度の導入を進める。

なお、導入に当たっては、指定管理者は公募により選定することを原則とする
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など手続きの透明化を図る。

ア 管理委託を行っている施設

原則として平成１８年４月から指定管理者制度に移行する。

なお、今後、県が設置する公の施設としての意義、目的等を再検討し、県が

設置する意義が低い施設については現管理者等への譲渡なども検討するなど、

施設の在り方について不断の検証を進める。

イ 直営施設

今後、指定管理者制度導入を含めた管理運営の在り方について再検証し、指

定管理者制度導入が適当な施設については、平成１９年度以降順次導入する。

③ ＰＦＩの活用

これまでも有効な社会資本の整備手法としてＰＦＩの導入を推進し、岡山リサ

ーチパークインキュベーションセンター、岡山県総合福祉・ボランティア・ＮＰ

Ｏ会館の整備を進めてきたところである。

今後も岡山県総合教育センター（仮称）の整備をはじめ、効率的・効果的な公

共サービスの提供を行うため、積極的にＰＦＩの活用を図る。

（５）外郭団体・審議会の見直し

① 外郭団体

これまでも、「外郭団体の設立及び運営指導に関する指針」及び「外郭団体の

見直し基準」を策定し、すべての外郭団体を対象に不断の見直しを行ってきたと

ころである。

しかし、社会経済情勢の変化や地方分権の進展に伴い、県の役割を見直すとと

もに、外郭団体についても、県民本位の視点に立って、設立から長期間経過した

もの、設立目的を達成したものの見直し、又は経営環境の変化に応じた見直しや

経営状況の一層の健全化が求められる。

このため、次のような視点で改革を検討する。

(ⅰ) 外郭団体には、本来的に利益を上げるべき団体や行政の代行的な役割を

担っている団体など様々あり、それぞれの団体の趣旨、目的等に照らし、

一定の類型に応じた見直しを指導する。特に、株式会社や産業振興の分野

を対象とする法人については、民間に委ねるべきは民間に委ねるという基

本的な考え方に立ち、さらなる見直しに取り組む。

(ⅱ) 設立の目的が達成されたものやその意義が薄れたもの、設立目的や事業

内容が類似しているもの等については、積極的に統廃合を推進する。

(ⅲ) 経営状況の良し悪しに関わらず、不断の点検、見直しを行い、将来の経

営の健全性が懸念される場合には早期に対策を講ずる。

(ⅳ) 外郭団体の定義に該当しない法人であっても、県が出資又は出捐してい

る団体については、その必要性について見直しを行うとともに、県との関
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係の在り方についても検討する。

ア 統廃合等の検討

岡山県住宅供給公社について統廃合等の検討を行うとともに、その他の団体

についても統廃合等を進める観点から不断の見直しを行う。

＜目標値＞

平成２２年４月までに外郭団体（平成１７年４月１日現在５８法人）の

概ね１割を統廃合等により削減する。

イ 県の人的・財政的支援の縮小

ａ 県職員の役員の削減

外郭団体の代表者への県職員の就任については、当該団体の業務の性格を

踏まえ、民間人の活用を図る。また、監事・監査役等には原則として就任し

ないこととする。

ｂ 県からの派遣職員の削減

県からの職員派遣は必要最低限のものに限ることとし、派遣の引き揚げを

進める。

ｃ 県支出金の削減

短期貸付金や補助金等を順次削減する。

ｄ 出資・出捐金の見直し

外郭団体への出資・出捐金の見直しを行い、出資等の必要性の薄れたもの

は、引き揚げを行う。また、外郭団体以外の出資・出捐法人についても出資

等の必要性について見直しを行う。

ウ 経営状況等の公表

これまでも、外郭団体の概要や決算の概要については、県のホームページに

登載し、県民に情報提供しているが、平成１７年度から、経営状況の推移や県

の支援の状況などを掲載した資料を全ての団体について新たに作成し、より詳

細でわかりやすい情報提供に努めることとしたところである。

今後は、目標管理の考え方を取り入れた経営評価を実施し、その結果の公表

を行うことにより、指導監督をより適切に行う。

② 審議会

平成１７年度中に策定予定の「審議会の見直し方針（仮称）」に基づき、開催

回数が少ないもの、類似の目的を持つものについては、法律で設置義務があるな

どの場合を除き、統廃合を進めるとともに、女性委員や公募委員の積極的な登用

を図る。

また、個人のプライバシーに係るものなど特別な事由がある場合を除き、審議

会の審議及び議事録を公開する。さらに、簡素で効率的な審議会の運営を行うた

め、委員数については、必要最小限とし、長期就任、行政関係者、重複就任等に

ついての見直しを行うとともに、会議開催経費の一層の削減を図る。
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＜目標値＞

平成２２年４月までに審議会（平成１７年４月１日現在１４７）の概ね２

割を統廃合により削減する。

なお、女性委員の登用率については、本県の男女共同参画の促進に関する

基本的な計画に掲げる目標値に沿って、女性委員の積極的な登用に努める。

３ 持続可能で効率的・効果的な財政運営の推進

（１）県財政の課題

前述のとおり、本県財政は、依然として厳しい環境に置かれているところである

が、現在及び将来の県財政の課題を分析すると、概ね以下の点に集約される。

ア 地方交付税等の大幅削減

平成１６年度において、国の一方的な地方交付税等の大幅な削減が行われ、

１７年度以降も削減の影響が続いている。

本年６月に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針

２００５」において、平成１８年度は地方公共団体の安定的な財政運営に必要

な地方交付税、地方税などの一般財源の総額を確保することとされているが、

一方で、地方歳出の見直し、抑制の方向性も示されており、今後とも厳しい状

況が続くと考えられる。

イ 地方債依存体質の定着

毎年度発生する多額の収支不足を賄うため、本来は臨時的な地方債であるべ

き財政健全化債や退職手当債の発行が常態化し、赤字分を借金で穴埋めする体

質が定着してしまっており、後年度へ負担を先送りし、財政の硬直化に拍車を

かけている。

ウ 臨時的歳入対策の限界

財政健全化債や退職手当債の発行によっても穴埋めできない収支不足につい

ては、これまで特定の行政目的のために積み立てている各種基金（特定目的基

金）からの借入れ（繰替運用）等により収支を均衡させてきたが、収支不足額

の拡大が見込まれる中、今後活用可能な基金残高が底をつきつつあり、特定目

的基金を活用した臨時的歳入対策も限界を迎えている。

エ 特別会計に起因するさらなる収支不足拡大の危惧

近年、一部の特別会計において、造成済み土地の分譲低迷等に伴い、一般会

計から多額の財源を繰り出すことを余儀なくされており、今後とも土地分譲の

低迷が続くことによって、一般会計からの繰出しがさらに拡大することが危惧

されている。

オ 公債費による収支の圧迫及び地方債協議制度への移行等への対応

将来にわたって公債費の水準を抑制するため、平成１６年度から１８年度ま

での３年間で、公共事業に係る地方負担を対１５年度当初予算比で３０％程度

削減することなどにより起債額を抑制している。この結果、平成１６年度以降

の臨時財政対策債の減少もあり、今後の県債残高及び公債費は、１５年８月の
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試算と比較し大きく下がることが見込まれるものの、公債費はなお毎年

１，０００億円を超える状態が続き、県財政の収支圧迫の要因となっている。

また、平成１８年度に地方債許可制が協議制に移行し、加えて、市場公募債

の発行が全国的に広がる中で、今まで以上に公債費の抑制が大きな課題となっ

ている。

カ 硬直化した財政構造

多額の収支不足を縮減すべく、現在の財政状況に応じた歳出水準に切り下げ

ようとしても、予算に占める公債費や人件費等の義務的な経費の占める割合が

大きく、一般財源の８割以上がこうした義務的な経費に費やされている（平成

１７年度一般会計当初予算ベース）など、財政構造が極めて硬直化しており、

歳出の削減が非常に困難な状況にある。

以上のような課題を抱える本県は、このまま放置すれば財政再建団体への転落の

おそれがあるほか、将来的にも持続困難な構造的要素を内包している。したがって、

今後の財政運営については、国の構造改革の動向も見極めながら、公共事業や人件

費をはじめ、あらゆる歳出を聖域なく見直すことにより、当面の収支不足を極力縮

小するとともに持続可能な財政構造への転換を図らなければならない。

また、住民に身近な行政サービスを提供している地方公共団体の安定的な行財政

運営に支障を来さないよう、少子・高齢化に伴い社会保障費等の経常的経費が増加

している実態を踏まえた上で、今後とも行政サービスの提供に必要な地方税や地方

交付税等の一般財源総額の確保を図ることが必要不可欠であり、あらゆる機会をと

らえ、国に対し強く働きかけていく必要がある。

（２）ゼロベースからの徹底した歳出の見直し

本県が地方分権時代において真に自立した財政運営が行える団体となるよう、次

の目標を掲げて財政構造の改革に取り組むこととする。

(ⅰ) 短・中期的目標（赤字団体への転落回避）

公債費の増加につながる公共事業や人件費をはじめ、あらゆる歳出を聖域

なく見直して思い切った大胆な歳出の削減を行い、できるだけ臨時的歳入対

策に依存しない財政構造への転換を図るとともに、赤字団体への転落を回避

する。

(ⅱ) 長期的目標（公債費の抑制と財政指標の改善）

本県財政の主要な構造的問題点は公債費の水準の高さにあり、これが将来

的にも一層の財政硬直化や収支圧迫の主因となることが懸念されることか

ら、公共事業の削減等により起債額を抑制し、将来にわたって公債費の水準

を平成１５年度と同程度の水準以内に抑制する。

財政指標については、平成１８年度から地方債の許可制が協議制に移行す
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ることも踏まえ、本県が地方分権時代に自立した財政運営が行える団体とな

るよう、特に起債制限比率及び経常収支比率の全国中位水準以上への回復を

目指す。

本年８月に策定した「当面の財政見通しについて」において、平成１８年度から

２１年度までの４年間における収支不足の総額が１，３００億円と見込まれ、財政

健全化債を充当しても、なお７２０億円の収支不足が見込まれるという厳しい財政

状況を踏まえ、上記(ⅰ)、(ⅱ)の目標を達成するため、平成２１年度まで次の対策に

取り組む。

なお、取組に当たっては、ゼロベースからの見直しを徹底し、県として実施すべ

き事業の必要性を厳しく検証した上で、必要性の低下した事業は廃止・縮少し、必

要な事業は充実を図るという、「選択と集中」の観点から進める。

また、事業の実施に当たっては、さらなるコスト意識の徹底を図る。

① 公共事業に係る地方負担の削減

将来の公債費抑制のため、公共事業に係る各種評価システムを活用した事業箇

所の優先順位付け、公共工事のコスト縮減、国庫補助制度の活用等により、効率

的な事業の実施を図り必要な公共事業量の確保に努めるとともに、地元企業への

優先発注など地域経済への影響にも配慮しつつ、補助公共事業、単独公共事業等

に係る地方負担を削減する。

＜目標値＞

平成１８年度までの３年間で、公共事業に係る地方負担（国直轄・災害復

旧を除く補助公共事業、単独公共事業等に係る県債及び一般財源）を対１５

年度当初予算比で３０％程度削減する。

平成１９年度から２１年度までの３年間で、公共事業に係る地方負担を対

１８年度当初予算比で３０％程度削減する。

② 一般行政施策費・内部管理経費の削減

一般行政施策費については、各種評価制度を通じて、限られた財源を最大限有

効に活用し、重点的に取り組むべき分野に集中的に投資する「選択と集中」を行

っていく中で、財源の効率的活用を図りつつ、歳出水準を引き下げる。その際、

市町村や民間との役割分担、受益と負担の適正化、費用対効果等の観点からゼロ

ベースから見直す。

また、内部管理経費については、各種業務を様々な角度から継続的に見直しを

行い節減を図る。

＜見直しの具体例＞

・市町村等が実施する国庫補助事業への県の上乗せ補助の見直し

・市町村や各種団体等が実施する事業への補助の見直し

・臨時的任用職員の削減
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・情報システム関係経費の縮減

＜目標値＞

平成１８年度までの３年間で、一般行政施策費において、県民生活への影

響に十分配慮しつつ、県債、一般財源のそれぞれについて、対１５年度当初

予算比で１０％程度削減する。

平成１９年度から２１年度までの３年間で、県債、一般財源のそれぞれに

ついて、対１８年度当初予算比で１０％程度削減する。

③ 人件費の削減

組織・業務の見直しによる職員定数の削減などにより、将来的な人件費の水準

を抑制するとともに、平成１６年度から平成１８年度までの３年間、職員給与の

平均３％の独自カットを行っているところであるが、公共事業の削減や一般行政

施策費・内部管理経費の削減には限界があることから、依然として厳しい財政状

況を踏まえ、引き続き、当分の間、独自の給与カットなど人件費の削減を行う。

上記の対策により収支不足の縮減を図り、特定目的基金からの繰替運用や退職手

当債・財政健全化債の発行などの臨時的な歳入対策を極力抑制する。

（３）戦略的予算編成

依然として厳しい財政環境が続くと見込まれる中、夢づくりプランを着実に推進

していくためには、限られた財源を最大限有効に活用するとともに、現場のニーズ

を的確に把握して機動的・効率的に施策を推進していくため、財政運営上の部局の

自主性をより一層高めていくことが必要である。そうした観点から、夢づくりプラ

ンを戦略的に推進するための予算編成システムを確立するため、以下の３つの改革

について、より一層積極的に取り組む。

また、各部局によるゼロベースからの徹底した歳出の見直しを一層促進する観点

から、平成１８年度の前半に、各部局と財政当局が共同して事業の点検を実施する。

なお、「選択と集中」を加速するための新しい予算編成の在り方を検討する。

① 夢づくり政策評価に基づく指針を踏まえた財源の重点配分

夢づくりプランの効果的な推進のため、限られた財源の重点配分という「選択

と集中」の観点から、夢づくり政策評価を通じて策定した指針を踏まえ、財源の

重点配分を行う。

② 財政運営上の部局の自主性を高めるための予算査定の抜本的見直し

部局の自主性をより一層高めるため、財政当局において歳出水準の総枠管理は

厳格に行う一方、その範囲内での予算編成については、原則として各部局の裁量

に委ね、事務的な予算査定は抜本的に簡素化する。

③ 部局のマネジメント能力向上に資する評価制度の整備

財政運営上の各部局の自主性を高める一方、各部局が県民に対する説明責任を
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果たしながら、限られた財源を自主的に管理し、長期的視野を持ちつつ最少の経

費で最大の効果をあげようとするマネジメント能力を高めていくため、現行の評

価システムの改良も含め、新たに「夢づくり政策評価」を頂点とする目標管理・

成果重視型の行政評価システムを整備する。

（４）歳入の確保

県税収入確保のため、課税調査能力向上等により課税客体の適正な把握に努める

とともに、滞納整理月間の設定、滞納整理支援システムや納税嘱託員の活用等によ

る徴収対策の強化を図るほか、国・市町村との連携により賦課徴収対策を効果的に

推進する。

また、具体的な利用計画のない土地等の県有財産については、引き続き、売却や

貸し付けなどを進める。

（５）公債費負担の抑制

財政構造の硬直化からの脱却等を目指し、できる限り低利な資金の活用を図るな

ど、公債費負担の抑制に向けた可能性を検討する。

（６）公共事業のコスト縮減

平成１４年６月に平成２０年度を目標とした「岡山県公共工事コスト縮減対策に

関する新行動計画」を策定し、総合的で広範囲なコスト縮減対策に取り組んでいる。

平成１６年７月、国土交通省の「コスト構造改革」の内容も踏まえ、新たな視点

を加えて、「岡山県公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画」の改訂版を策定

したところであり、今後さらなるコスト縮減に取り組んでいく。

（７）財政状況等の積極的な公表

本県では、地方自治法に基づく財政状況の公表等を通じて、財政情報を公表して

いるが、今後、県民の理解を得ながら、さらなる財政の健全化を推進していくため

には、できる限りわかりやすい方法による財政情報の公表が不可欠であることから、

類似団体における主な財政指標の比較分析、公社、一定の出資法人等を含めた連結

バランスシートの作成などに積極的に取り組み、公表する。

また、給与制度等についても、県民の理解と納得が得られるよう、制度の内容及

び支給状況等をよりわかりやすい方法で県民に公表する。

４ 県民の視点に立った成果重視の行政運営の推進

夢と希望にあふれる岡山県づくりを的確に進めるためには、地域経営の発想に立っ

て、効率的・効果的な県政運営を行うことが必要である。

このため、民間の経営理念・手法などを行政運営に取り入れるニューパブリックマ
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ネジメントの考え方を取り入れ、総合的・体系的な行政評価システムの整備を進める

とともに、電子県庁の機能の活用による県民の利便性の向上や行政の効率化・迅速化

を進めるなど、県民の視点に立った成果重視の行政運営を推進する。

（１）総合的・体系的な行政評価システムの構築

本県では、平成１０年度から個々の事務事業レベルの行政評価制度を順次実施し

てきたが、平成１４年度からスタートした県の行動計画「新世紀おかやま夢づくり

プラン」をもとに、平成１５年度からは、重点的に取り組むべき政策目標として掲

げた各プログラムごとに、県民満足度に係る具体的な数値目標を示した快適生活指

標を活用して、「夢づくり政策評価」を導入したところである。

今後、この政策レベルの評価である「夢づくり政策評価」を頂点とし、政策目標

の達成と事務事業の効率的執行という両面で行財政運営を評価する仕組みとして、

個々の事務事業を評価する既存の評価制度に以下の改良も加えつつ、これらを体系

化した「岡山県総合政策評価システム」を新たに構築し、Ｐｌａｎ（計画）・Ｄｏ

（実施）・Ｓｅｅ（評価）型の行政評価サイクルの確立を目指す。

ア 一般事務事業における評価制度の整備

一般事務事業におけるＰｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ型の行政評価サイクルを確立

するため、平成１６年度当初予算編成に際し、従来の評価制度を「一般事務事

業評価制度」に改め、定量的な目標管理の項目を加えるとともに、評価対象事

業の拡大を行い、さらに一定の新規事業等についても定量的な目標設定を行っ

たところである。今後、目標管理・成果重視型の評価の観点から、システムの

さらなる充実に努める。

イ その他の評価制度の整備

大規模施設建設事業評価システム及び公共事業事前評価システムにおいて事

後評価を導入するとともに、公共施設等についての新たな評価システムを検討

する。

また、今後、評価の客観性を高めるための評価指標の検討など、評価制度の充実

に努める。

（２）電子県庁による利便性の向上

本県は、全国に先駆けて情報ハイウェイを整備するなど、優れた情報通信基盤を

有するが、こうした優位性を活かし、行財政改革の大きな推進力として電子県庁の

機能の活用を図り、県民の利便性の飛躍的向上や事務の効率化を図る。

① 県民サービスの向上

電子申請、電子入札・調達、電子申告、電子収納、電子公共施設予約による県

民利便性の向上を図っているところである。

特に、電子申請については、今後も２４時間ノンストップで利用できるよう対
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象手続きの拡大を図るとともに、複数の手続窓口を一本化するワンストップサー

ビスの導入や添付書類の簡素化等の手続きの見直しを行い、県民の負担を軽減す

る。

また、電子申告については、平成１７年１月から法人二税（法人県民税・事業

税）の申告サービスの運用を開始したところであり、今後対象税目の拡大など機

能拡張に取り組む。

② 分かりやすい県政

県のホームページについては、行政手続案内の充実に取り組むなどポータルサ

イト機能の一層の充実を図るとともに、ＦＡＱ（よくある質問）コーナーを設け、

県の施策等を広報し、また、電子メールでの問い合わせに迅速な回答を行う。

また、県民の多様な公開要望に応え、公文書の検索が容易な文書公開システム

を構築し、インターネット等を活用して情報公開を積極的に進める。

パブリックコメントについても、県民への一層の周知を図り、県民の県政への

参加促進を図るとともに、インターネットを活用した双方向の県民参加の新たな

手法についても検討する。

さらに、ユニバーサルデザインの視点から、平成１７年４月から、県のホーム

ページの文字を大きくし読みやすいデザインとしており、今後も引き続き、高齢

者や障害者も含めたすべての人にとっての使いやすさにも十分配慮されたシステ

ムの導入に努める。

③ 行政の効率化・迅速化

文書管理システムの導入により意思決定のスピードアップ、迅速な情報共有が

図られているが、今後もシステム間の連携や業務プロセスの見直しを行い、一層

の行政の効率化・迅速化を進める。

さらに、ペーパーレス化を進め、紙使用量の削減、文書の保存スペースの削減

などコスト削減を図るとともに、事務効率化等による処理時間の縮減を図る。

（３）県民満足度の向上

県民満足度調査を実施するなど、県民ニーズの把握に努めるとともに、県民ニー

ズを反映した県民満足度向上に全庁的に取り組む。

また、申請・届出事務の簡素化・迅速化や窓口サービスの改善、公共施設の利便

性の向上など、県民の立場に立った行政サービスの提供に努める。

５ 県民参加による開かれた県政の推進

行財政改革を実効あるものとするためには、県民への情報開示と県民参加の促進が

必要である。このため、ＩＴを活用して、情報公開はもとより、県民への行政情報の

積極的な提供に努め、県政の透明化を図るとともに、パブリックコメントや審議会の

見直し等により、県民参加の促進を図る。また、ボランティア・ＮＰＯ等多様な主体
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との協働を積極的に進める。

（１）情報公開の推進と県民の主体的参加の促進

県民が必要とする情報を的確かつ迅速に、わかりやすく提供するため、県のホー

ムページの充実を図るなど、提供情報や提供手法の拡大に努める。

県政についての県民の理解を得るため、県職員が集会等に伺って直接説明する「県

政出前講座」を開催するなど、県政情報を積極的に発信する。

また、パブリックコメント制度を円滑に運用し、県の政策形成について、県民の

意見、提案を反映させるとともに、審議会について議事概要の公開や委員の公募及

び女性委員の登用を拡大する。

（２）ボランティア・ＮＰＯ等多様な主体との協働

複雑・多様化する県民のニーズに対して迅速かつきめ細やかな行政サービスを提

供するためには、ボランティア・ＮＰＯとの協働等を通じて、その先駆性、創造性

等を県政に反映させることにより、従来の行政の枠を超えたより質の高いサービス

を提供するとともに、ボランティア・ＮＰＯと行政との役割分担を再認識すること

により、行政の担うべき領域の見直しを行う必要がある。

このため、平成１６年度に「ボランティア・ＮＰＯ協働推進庁内連絡会議」を設

置するとともに、「岡山県とＮＰＯとの協働の手引き」を策定し、これまで職員研

修を行ってきたところであり、今後さらに全庁的な協働事業の推進に努める。
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第３ 改革の進め方

行財政改革は、夢と希望にあふれる岡山県づくりを進めるための柔軟で活力ある行財

政システムの構築を図る「創造的」な取組である。

したがって、削減や縮小を後ろ向きにとらえるのではなく、未来を志向し、県民の視

点に立って、新たな発想で改革にチャレンジする必要がある。

また、新たな改革を着実に進めるためには、市町村、民間団体、そして広く県民の皆

様のご理解とご協力を得るとともに、三位一体の改革や公務員制度の改革など国の動き

や社会経済情勢の変化にも的確に対応していくことが必要である。

特に、国の動きに対しては、地方分権を推進する立場から、分権に資する改革内容と

なるよう、国に対し強く働きかけていくこととする。

もとより、行財政改革は、最少の経費で最大の効果を上げるべく、簡素で効率的な行

財政システムの構築に向け、不断に取り組んでいくべきものであるが、今後のさらなる

行財政改革については、県政は県民の幸せの実現のためにあることを基本に、「選択と

集中」の視点に立って進めていくこととする。

こうした観点に立って、岡山県が新たな改革によって地域の未来を切り拓き、岡山県

の改革が日本の未来を切り拓いていくという気概を持って、さらなる改革に取り組む。

１ 推進体制

知事を本部長とする「岡山県行財政改革推進本部」が中心となり、職員の意識改革

を徹底し、職員一人ひとりが、高いモチベーションのもと、常に各自の職務に対し使

命感と改革への意識を持ち、コスト意識や柔軟で新鮮な発想による主体的な取組を行

うことにより、全庁一丸となって、改革に取り組む。

２ 進捗状況の公表

行財政改革の推進に当たっては、可能な限り実施時期及び数値目標を明らかにする

とともに、毎年度の進捗状況について、県のホームページや広報媒体を活用して県民

に分かりやすい形で公表する。


